
 

一
頁 

○
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

新
旧
対
照
表 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

改
正
案 

現
行 

 
 
 

附 

則 

附 

則 

１
・
２ 
（
略
） 

１
・
２ 

（
同
上
） 

３ 

総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
九
五
二
MHz
を
超
え

九
五
四
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使

用
す
る
無
線
局
の
免
許
等
又
は
無
線
設
備
の
工
事
設
計
の
変
更
の
許
可
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免
許
等
又
は
許
可
を
受
け
た

無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

３ 

総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
九
五
二
MHz
を
超
え
九

五
四
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用

す
る
無
線
局
の
免
許
等
又
は
無
線
設
備
の
工
事
設
計
の
変
更
の
許
可
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免
許
等
又
は
許
可
を
受
け
た
無

線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

４ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
九
五
二
MHz
を
超
え
九
五
四
MHz
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
又
は
九
五
〇
MHz
を
超
え
九
五

六
MHz
以
下
の
周 

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備

に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又

は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技

術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
は
有
効
と
す
る
。 

４ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
九
五
二
MHz
を
超
え
九
五
四
MHz
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
又
は
九
五
〇
MHz
を
超
え
九
五

六
MHz
以
下
の
周 

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備

に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又

は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技

術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後

に
お
い
て
も
な
お
有
効
と
す
る
。 

５ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
九
五
二
MHz
を

超
え
九
五
四
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
又
は
九
五

〇
MHz
を
超
え
九
五
六
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無

線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
審
査
は
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効
力
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

５ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
九
五
二
MHz
を

超
え
九
五
四
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
又
は
九
五

〇
MHz
を
超
え
九
五
六
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無

線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
審
査
は
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効
力
に
つ
い
て
は
、

前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

別添５ 


